
 

■「VBA PRO ADO 給与計算・年末調整」システムをご利用中のユーザー様へのお知らせです。■ 
 

■ 令和７年 4 月からの通勤手当の非課税限度額の改正について 

 

■ 通勤手当の非課税限度額の改正について 

令和 07 年 11 月の税制改正により令和 07 年 4 月から通勤手当の非課税限度額が拡大されました。 

 

・通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している（交通機関の定期乗車券は改正なし） 

・令和 07 年 4 月 1 日以後に支払われる通勤手当から適用する 

・令和 07 年 11 月と 12 月は改正後の非課税限度額を適用する 

 

国税庁ホームページの通勤手当の非課税限度額の改正 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm 

 

国税庁ホームページの源泉徴収簿の記載例 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf 

 

令和 07 年 4 月から 10 月までの間に改正前の非課税限度額を超えて通勤手当を支払っている場合（通勤手当が課税

されている）は、「非課税となる通勤手当」の欄に 4 月から 10 月分の課税から非課税となる通勤手当の合計額を入

力して総支給金額から差引き年末調整で精算します。 

 

※ 改正前の非課税限度額を超えて支払っていない場合の入力は必要ありません。 

※ 通勤手当の改正前との差額を追加支給している場合の入力は必要ありません。 

 

国税庁ホームページより 

 
 

  

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf


 

■「VBA PRO ADO 給与計算・年末調整」システムへの「非課税となる通勤手当」の入力について 

 

 

 

このシステムでは源泉徴収簿フォームの 

月別の給与明細の下部の「非課税となる通勤手当（４月

から 10 月分）」の入力欄からデータを入力します。 

 

この例では、１か月が 2,000 円で 7 か月分の 14,000 円

の課税となっていた通勤手当が非課税となります。 

 

 

 

 

 

 

年末調整では、給与と手当等の支払金額 4,928,100 円か

ら「非課税となる通勤手当（４月から10月分）」の14,000

円を差引きして 4,914,100 円から給与所得金額を計算

することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

印刷用の源泉徴収簿では、「非課税となる通勤手当」と

して 14,000 円が表示されます。 

 

ただし国税庁ホームページの源泉徴収簿の記載例のよ

うに、この新たに非課税となった金額の計算根拠は表示

されませんのでご注意ください。 

 

 


